
 

別紙１                       2025 年 12 月 18 日 熊本県農業再生協議会総会決議事項 

令和 8年産米の作付目安について 
 

１ 作付目安の設定方針 

  熊本県においては、米政策見直し後、主食用米を県全体の需要見込量の範囲内で生産

し、各地域が自ら描く水田収益力強化ビジョンの実現を図りながら、水田の収益力強化

を着実に進めてきた。 

令和 8年産米の作付目安については、「令和 6年産米以降における熊本県の需要に応じ

た生産・販売の基本方針について」（以下「基本方針」という。）に基づき、以下の算定方

法により県全体の作付目安を設定する。 
 

２ 熊本県の需要見込量と県全体の作付目安について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（１）令和 8年産米の熊本県需要見込量の算定 

需要見込量＝168,640トン ×（711万トン(R8) ÷ 711万トン(R7) ※1） 

＝168,640トン（面積換算値：32,873ha ※2）  
※1：需要量が幅をもって示されたため、幅の最大値を使用 ※2：令和 7年産平年収量 513kg/10aで換算 

    [ 対前年比：100% ] 

 

（２）令和 8年産米の県全体の作付目安の算定 

地域協議会等の作付目標面積の積上げ 

＝31,838ha（数量換算値：163,329トン※）       ※令和 7年産平年収量 513kg/10a で換算 

  [ 対前年比：105% ] 

◇県全体の作付目安の算定方法（※基本方針に基づく） 

（１）熊本県の需要見込量は、前年産米の熊本県の需要見込量に、国が示す需給見通しの主食用米等需要量

（玄米ベース）の対前年比を乗じて算定する。なお、県産米の需給状況に応じた調整を行うことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県全体の作付目安は、円滑な取組推進に資するよう、地域協議会等が設定する主食用米の作付目標面

積の積上げとする。 

 

 

 

（３）（１）の範囲内に（２）が収まることを確認のうえ（２）を県全体の作付目安として設定する。 

熊本県の需要見込量(㌧) ※1 

  ＝前年産米の熊本県の需要見込量 

×国全体の主食用米等需要量の対前年比（目安適用年の需要量÷前年産需要量）※2 

＋県産米の需給状況に応じた調整 

※１ 面積換算値(ha)は、原則、重量（トン）を「水稲の作柄表示地帯別 10ａ当たり平年収量 1.70mm 基準ベース」 

（農水省が 6 月頃公表）で除して算定。 

※2  対前年比は、原則、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（農水省が 10月頃公表）から算定。 

 

県全体の作付目安(ha) 

   ＝地域協議会等が設定する主食用米の作付目標面積の積上げ 

 



 

（３）令和 8年産米の県全体の作付目安の設定 

（１）県全体の需要見込量の面積換算値と（２）地域協議会等の作付目標面積の積上

げを比較すると、（１）の範囲内に（２）が収まっている。 

従って、（２）地域協議会等の作付目標面積の積上げを熊本県の作付目安として地域

協議会等へ提示する。 
 

県全体の作付目安：31,838ha（数量換算値：163,329トン）[対前年比：105%] 

 

 

３ 作付目安・作付目標面積の活用等について 

（１）地域協議会等における作付目安の活用について 

地域協議会等では、作付目安の対前年比、地域の作付目標面積、作付実績等を比較分

析し、地域自ら需要に応じた生産が行えているか検証し、必要に応じて県や県協議会と

協議を行うなど、令和８年度水田収益力強化ビジョンの策定に活用するものとする。 

 

（２）農業者に対する作付目安の扱い 

農業者に対しての作付目安等の情報の提示は、地域の実情に応じて地域協議会等が

決定することとする。 



別紙２

数量換算値（t）
※R７年産平年単収513kgで換算

001 熊本地域農業再生協議会 2,550 13,082 100 95

002 城南・富合地域農業再生協議会 886 4,545 100 89

003 植木町農業再生協議会 522 2,678 107 100

004 宇土市農業再生協議会 694 3,560 112 100

005 宇城市農業再生協議会 1,800 9,234 113 100

006 美里町農業再生協議会 355 1,821 103 101

007 荒尾市地域農業再生協議会 347 1,780 100 97

008 玉名市地域農業再生協議会 2,394 12,281 111 100

009 玉東町地域農業再生協議会 143 734 100 97

010 和水地域農業再生協議会 520 2,668 103 100

011 南関町農業再生協議会 385 1,975 102 101

012 長洲町農業再生協議会 270 1,385 100 98

013 山鹿市農業再生協議会 2,120 10,876 111 95

014 菊池市農業再生協議会 1,642 8,423 108 100

015 合志市農業再生協議会 265 1,359 106 102

016 大津町農業再生協議会 77 395 118 113

017 菊陽町農業再生協議会 130 667 130 103

018 阿蘇市地域農業再生協議会 2,000 10,260 105 98

019 小国郷地域農業再生協議会 450 2,309 101 101

021 産山地域農業再生協議会 150 770 101 99

022 高森町地域農業再生協議会 155 795 100 101

023 南阿蘇村地域農業再生協議会 881 4,520 100 96

024 西原村地域農業再生協議会 100 513 100 126

025 御船町地域農業再生協議会 527 2,704 100 101

026 嘉島町地域農業再生協議会 273 1,400 136 119

027 益城町農業再生協議会 800 4,104 100 105

028 甲佐町地域農業再生協議会 410 2,103 99 100

029 山都地域農業再生協議会 1,131 5,802 101 100

030 八代市農業再生協議会 4,100 21,033 117 101

031 氷川町農業再生協議会 360 1,847 100 83

032 水俣芦北地域農業再生協議会 575 2,950 84 100

033 人吉市農業再生協議会 375 1,924 105 101

034 錦町農業再生協議会 428 2,196 97 98

035 あさぎり町地域農業再生協議会 950 4,874 117 100

037 相良村農業再生協議会 200 1,026 100 112

038 山江村農業再生協議会 120 616 100 103

039 球磨村農業再生協議会 40 205 40 103

040 五木村 8 41 100 100

041 天草市農業再生協議会 1,350 6,926 100 132

042 上天草市地域農業再生協議会 159 816 100 100

043 苓北町農業再生協議会 127 652 77 100

044 多良木町農業再生協議会 662 3,396 110 100

045 湯前町農業再生協議会 270 1,385 102 98

046 水上村農業再生協議会 137 703 100 107

県　計 31,838 163,329 105 100

※１：令和7年10月に各地域協議会で設定され県に報告のあった値。
※２：令和6年10月に各地域協議会で設定され県に報告のあった値。
※３：R7年度の「水田における作付状況」（9月15日時点 ）の値。

令和８年産主食用米の地域協議会等別作付目標面積

番号 地域農業再生協議会等名
令和８年産米

作付目標面積(ha)
（※１）

令和７年産米
作付目標面積（※２）

との比較（％）

令和７年産米
作付実績面積（※３）

との比較（％）


